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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成29年11月9日(2017.11.9)

【公開番号】特開2016-152269(P2016-152269A)
【公開日】平成28年8月22日(2016.8.22)
【年通号数】公開・登録公報2016-050
【出願番号】特願2015-27864(P2015-27864)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  31/048    (2014.01)
   Ｃ０９Ｋ   3/10     (2006.01)
   Ｃ０８Ｊ   5/18     (2006.01)
   Ｂ３２Ｂ  27/32     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   31/04     ５６０　
   Ｃ０９Ｋ    3/10     　　　Ｚ
   Ｃ０８Ｊ    5/18     ＣＥＳ　
   Ｂ３２Ｂ   27/32     　　　Ｅ

【手続補正書】
【提出日】平成29年9月27日(2017.9.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　太陽電池モジュール用の封止材シートであって、
　該封止材シートは、密度０．８８５ｇ／ｃｍ３以上０．９１０ｇ／ｃｍ３以下のポリエ
チレン系樹脂をベース樹脂とする電気抵抗層からなる単層シート又は前記電気抵抗層を含
む複数の層からなる多層シートであって、
　総厚さが２１０μｍ以上６５０μｍ以下であって、
　ＪＩＳ　Ｋ７１３６に準拠して測定したヘイズ値が４．５以下であり、
　前記電気抵抗層は、融点が６５℃以上８５℃以下であって、
　ＪＩＳ　Ｃ６４８１に準拠して測定した温度６０℃における体積抵抗値が５×１０１４

Ω・ｃｍ以上である封止材シート。
【請求項２】
　前記電気抵抗層の層厚さが、前記封止材シートの総厚さの２７％以上１００％以下であ
る請求項１に記載の封止材シート。
【請求項３】
　前記封止材シートが多層シートであって、
　前記電気抵抗層の両面に、密度０．８７０ｇ／ｃｍ３以上０．８９０ｇ／ｃｍ３以下の
ポリエチレン系樹脂をベース樹脂とする柔軟層が形成されている請求項１又は２に記載の
封止材シート。
【請求項４】
　前記ポリエチレン系樹脂がメタロセン系直鎖状低密度ポリエチレンである請求項１から
３のいずれかに記載の封止材シート。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれかに記載の封止材シートの製造方法であって、
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　ポリエチレン系樹脂をベース樹脂とする封止材組成物を溶融成形して未架橋のシートを
成形するシート化工程と、
　前記未架橋のシートに電離放射線の照射による架橋処理を行う架橋工程と、を備え、
　前記封止材組成物中の架橋剤の含有量が、０質量％以上０．５質量％未満である封止材
シートの製造方法。
【請求項６】
　請求項１から４のいずれかに記載の封止材シートと、太陽電池素子と、を備える太陽電
池モジュールであって、太陽電池素子の受光面側に前記封止材シートが積層されている太
陽電池モジュール。
【請求項７】
　前記太陽電池素子がｎ型の太陽電池素子である請求項６に記載の太陽電池モジュール。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　（１）　太陽電池モジュール用の封止材シートであって、該封止材シートは、密度０．
８８５ｇ／ｃｍ３以上０．９１０ｇ／ｃｍ３以下のポリエチレン系樹脂をベース樹脂とす
る電気抵抗層からなる単層シート又は前記電気抵抗層を含む複数の層からなる多層シート
であって、総厚さが２１０μｍ以上６５０μｍ以下であって、ＪＩＳ　Ｋ７１３６に準拠
して測定したヘイズ値が４．５以下であり、前記電気抵抗層は、融点が６５℃以上８５℃
以下であって、ＪＩＳ　Ｃ６４８１に準拠して測定した温度６０℃における体積抵抗値が
５×１０１４Ω・ｃｍ以上である封止材シート。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
　後に実施例において示す通り、上記の通りの密度及び融点範囲にある電気抵抗層用の封
止材組成物を用いることにより、当該封止材組成物からなる電気抵抗層を有する封止材シ
ートの、ＪＩＳ　Ｃ６４８１に準拠して測定した温度６０℃における体積抵抗値を、本願
の所定の体積抵抗値範囲である５×１０１４Ω・ｃｍ以上とすることができる。尚、本明
細書における体積抵抗値とは、全て上記同様、ＪＩＳ　Ｃ６４８１に準拠して測定した体
積抵抗値のことを言うものとする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５１】
　電気抵抗層１１は、封止材シートに、ＰＩＤ抑制効果を付与することを主目的として配
置される層である。電気抵抗層１１は、封止材組成物の材料選択と、必要に応じて行う架
橋処理の架橋条件、即ちその結果としての架橋度の調整により、６０℃における体積抵抗
値を５×１０１４Ω・ｃｍ以上とすることができる。そして、更に、そのような体積抵抗
値を有する電気抵抗層１１を、上記の所定の厚さ範囲で成形することにより、封止材シー
トの全体としての絶縁性能を十分に向上させることができる。そして、このような封止材
シートを少なくとも太陽電池素子の受光面側に配置することによって、太陽電池モジュー
ルにおけるＰＩＤの発生、とりわけ、ｎ型セルを搭載した太陽電池モジュールにおけるＰ
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ＩＤの発生を、十分に抑制することができる。
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